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資産課税 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件緩和

1．改正の概要
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社等
（資産保有型会社・資産運用型会社）に該当した場合においても、その該当した日から6月以内にこれらの会社に該当しなくなったときは、
納税猶予の取消事由に該当しないものとする(2018年度税制改正で創設された事業承継税制の特例制度も同様)。

4.今後の注目点

①「一定のやむを得ない事情」の具体的な内容。
②「一定のやむを得ない事情」に該当した場合に必要となる手続き。

納税猶予制度の
適用開始

一定のやむを得ない事情により
資産保有型会社等に該当

6月以内

資産保有型会社等に
該当しなくなった

3．実務上の留意点

本改正は、納税猶予制度適用後にやむを得ない事情により、一時的に資産保有型会社等に該当してしまった場合の救済措置であり、
円滑化法の認定時において資産保有型会社等に該当している場合は、原則として納税猶予制度は適用できない。

2.適用時期

大綱に記載なし。

資産保有型会社等に
該当しない

★ ★

（注）資産保有型会社等に該当する場合でも、常時使用する従業員
が5人以上いること等一定の要件を満たす場合には、納税猶予
制度の適用を受けることが出来る（本頁においてすべて同じ）

改正前 改正後

納税猶予適用開始後において、資産保有型会社等に
該当した場合、直ちに納税猶予は取消される（猶予税
額と利子税を納付しなければならない）。

一定のやむをえない事情により資産保有型会社等に
該当した場合であっても、その該当した日から6月以内
にこれらの会社に該当しなくなったときは、納税猶予の
取消事由に該当しない。

改正後は
取消事由に該当しない

改正前はこの時点で
納税猶予取消し
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